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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年7月21日(2011.7.21)

【公開番号】特開2010-85883(P2010-85883A)
【公開日】平成22年4月15日(2010.4.15)
【年通号数】公開・登録公報2010-015
【出願番号】特願2008-257085(P2008-257085)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  21/60     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  21/14     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/08     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/10     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/74     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ  21/60    　　　Ｚ
   Ｇ０３Ｂ  21/14    　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ   5/08    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   5/10    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/74    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月7日(2011.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクリーン基板の前面側に２次元的に配置される球面状の凹面形状の複数の立体部を有
するスクリーンであって、
　前記複数の立体部のうち、少なくとも一部の隣接する立体部の境界部分は、当該隣接す
る立体部の凹面を延長して交差させることで形成される境界よりも低くなるように形成さ
れている、スクリーン。
【請求項２】
　前記少なくとも一部の隣接する立体部の境界部分の高さｈは、当該凹面の曲率半径をＲ
、前記立体部の底部を通る中心線から当該凹面を延長して交差させることで形成される境
界までの距離をｄとして、以下の式

を満たす、請求項１記載のスクリーン。
【請求項３】
　前記境界部分の高さは、投射光の入射角度に対応して前記スクリーンの面内で異なって
いる、請求項１及び請求項２のいずれか一項記載のスクリーン。
【請求項４】
　前記スクリーン基板のうち、少なくとも前記複数の立体部の表面に入射する投射光に対
応する領域上に形成される反射膜をさらに有する、請求項１から請求項３までのいずれか
一項記載のスクリーン。
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【請求項５】
　スクリーン基板の前面側に２次元的に配置される球面状の凹面形状の複数の立体部を有
するスクリーンの製造方法であって、
　前記複数の立体部のうち、少なくとも一部の隣接する立体部の境界部分を当該隣接する
立体部の凹面を延長して交差させることで形成される境界よりも低くするための高さ調整
工程を有する、
スクリーンの製造方法。
【請求項６】
　前記スクリーン基板を形成するための転写成形型を作製するスクリーン型作製工程と、
　転写により前記転写成形型から前記スクリーン基板を形成するための前処理を行う転写
前処理工程と
を備え、
　前記高さ調整工程は、前記スクリーン型作製工程及び前記転写前処理工程のいずれかに
含まれる、請求項５記載のスクリーンの製造方法。
【請求項７】
　前記スクリーン型作製工程は、エッチング処理により前記複数の立体部の凹面形状に対
応する形状を有する第１成形型を作製する第１成形型作製工程と、前記第１成形型を予備
転写することにより前記スクリーン基板の転写のための第２成形型を前記転写成形型とし
て作製する第２成形型作製工程とを含み、
　前記高さ調整工程は、前記第１成形型作製工程及び前記第２成形型作製工程のいずれか
に含まれる、請求項６記載のスクリーンの製造方法。
【請求項８】
　前記第１成形型作製工程において、前記エッチング処理により形成される複数の球面状
の凹形状のうち、隣接する凹形状間の境界の少なくとも一部を削ることにより、前記境界
部分の高さ調整に対応した前記第１成形型を作製する、請求項７記載のスクリーンの製造
方法。
【請求項９】
　前記第２成形型作製工程において、前記第１成形型を予備転写して得られる予備転写型
について、当該予備転写型上に形成される複数の球面状の凸形状のうち、隣接する凸形状
間の溝の少なくとも一部を埋めることにより、前記境界部分の高さ調整に対応した前記第
２成形型を作製する、請求項７記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１０】
　前記第２成形型作製工程において、粘性の調整された紫外線硬化樹脂により前記凸形状
間の溝を埋めて硬化させる、請求項９記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１１】
　前記転写前処理工程において、前記転写成形型から前記スクリーン基板を剥離させるた
めの離型剤を前記境界部分の高さ調整を行う領域に溜まるように塗布する、請求項６記載
のスクリーンの製造方法。
【請求項１２】
　前記転写前処理工程において、前記転写成形型の転写面の少なくとも一部にクロム膜被
覆処理を施す、請求項６から請求項１１までのいずれか一項記載のスクリーンの製造方法
。
【請求項１３】
　前記転写前処理工程において、前記転写面のうち前記境界部分の高さ調整を行う領域以
外の領域に対して前記クロム膜被覆処理を施し、前記境界部分の高さ調整を行う領域に対
して離型剤を塗布する、請求項１２記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１４】
　前記高さ調整工程において、前記境界部分の高さを投射光の入射角度に対応して調整し
ている、請求項５から請求項１３までのいずれか一項記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１５】
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　前記スクリーン基板に入射する投射光の入射角度に対応する角度から成膜物質を射出し
て反射膜を成膜する反射膜形成工程をさらに有し、
　前記高さ調整工程において、前記境界部分の高さは、前記成膜物質の射出角度に対応し
て調整されている、請求項５から請求項１４までのいずれか一項記載のスクリーンの製造
方法。
【請求項１６】
　スクリーン基板の前面側に２次元的に配置される球面状の凹面形状の複数の立体部を有
するスクリーンであって、
　前記複数の立体部のうち、少なくとも一部の隣接する立体部の境界部分は、当該隣接す
る立体部の凹面を延長して交差させることで形成される境界よりも低くなるように高さ調
整されている、スクリーン。
【請求項１７】
　前記少なくとも一部の隣接する立体部の境界部分の高さｈは、当該凹面の曲率半径をＲ
、前記立体部の底部を通る中心線から当該凹面を延長して交差させることで形成される境
界までの距離をｄとして、以下の式

を満たす、請求項１６記載のスクリーン。
【請求項１８】
　前記境界部分の高さ調整量は、投射光の入射角度に対応している、請求項１６及び請求
項１７のいずれか一項記載のスクリーン。
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